
武蔵野市社会資本総合整備計画（武蔵野市第２期下水道計画の  

推進）事後評価委員会設置要綱  

 

 （設置）  

第１条  社会資本整備総合交付金交付要綱（平成 22年３月 26日付け国官会第

2317号）の規定により社会資本整備総合交付金の交付を受けた同要綱附属

第Ⅰ編ロ－７に定める下水道事業について、事後評価を実施するにあたり、

評価の透明性、客観性及び公正さを確保するため、第三者の意見を求める

機関として、武蔵野市社会資本総合整備計画（武蔵野市第２期下水道計画

の推進）事後評価委員会（以下「事後評価委員会」という。）を設置する。  

 （所管事項）  

第２条  事後評価委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市

長に報告する。  

 (1) 社会資本整備総合交付金を充てた要素事業の進捗状況   

 (2) 事業効果の発現状況  

 (3) 評価指標の最終目標値の実現状況  

 (4) 今後の方針  

 （組織）  

第３条  事後評価委員会は、委員３人により組織する。  

２  委員は、武蔵野市の下水道事業及び水環境等に詳しい有識者の中から市

長が委嘱する。  

 （委員長）  

第４条  事後評価委員会に委員長１人を置く。  

２  委員長は、委員の互選により選出する。  

３  委員長は、会務を総括し、事後評価委員会を代表する。  

４  委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長

が指名する委員がその職務を代理する。  

 （委員の任期）  

第５条  委員の任期は、令和元年 10月１日から同月 31日までとする。  

 （会議）  

第６条  事後評価委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。  

２  事後評価委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求

め、説明又は意見を聴くことができる。  

 （報酬）  

第７条  委員の報酬は、武蔵野市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条

例（昭和 36年２月武蔵野市条例第７号）第５条第１項の規定により、市長
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が別に定める。  

 （事務局）  

第８条  事後評価委員会の事務局は、環境部下水道課に置く。  

 （その他）  

第９条  この要綱に定めるもののほか、事後評価委員会について必要な事項

は、市長が別に定める。  

   付  則  

１  この要綱は、令和元年 10月１日から施行する。  

２  この要綱は、令和元年 10月 31日限り、その効力を失う。  

 

 















下水道ストックマネジメント計画実施方針策定事業の概要 

１ 武蔵野市公共下水道の整備状況および施設状況 

 本市の下水道管きょは昭和 27年から整備を開始し、平成 29年度末時点において約 314km が整備されてい

る。管きょの標準耐用年数である 50年を経過した管きょは約 76km と全体の約 24%、道路陥没のリスクが増

大すると言われる整備後 30 年を超過した管きょは約 280km と全体の約 90%に及んでおり、経過年数の古い

管路施設が多い状況にある。 

 一方、ポンプ施設については 8 箇所が整備されており、その目的・用途は 4 箇所が浸水対策、残りの 4

箇所が合流改善施設となっている。桜堤ポンプ所が昭和 53年に整備（平成 2年度に改良）、大野田ポンプ所

が昭和 63年度に整備されたものであり、整備（改良）から 30年近く経過していることから、経年劣化の進

行が懸念される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ストックマネジメントの必要性と目的 

 下水道事業の役割を踏まえ、持続可能な下水道事業を実現させるためには、明確な目標を定め、膨大な施

設の状況を客観的に把握、評価し、長期的な施設の状態を予測しながら、下水道施設を計画的かつ効率的に

管理していくことが必要であり、そのためには適正なストックマネジメント（施設管理）の実践が不可欠と

いえる。 

 また、ストックマネジメントの目的は、長期的な視点で下水道施設全体の今後の老朽化の進展状況を考慮

し、リスク評価等による優先順位付けを行ったうえで、施設の点検・調査、修繕・改築を実施、施設全体を

対象とした施設管理を最適化することである。 
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施設情報の蓄積⇒情報整理（現状把握）

①ストックマネジメント計画の策定・見直し
修繕・改築、点検・調査実施計画（５年間）の策定

②計画的点検・調査 ③計画的改築（設計）

④計画的改築（工事）



３ 管路施設 

(1)点検・調査計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)修繕・改築計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

リスク評価 

 ・被害規模（影響度）の検討 

 ・発生確率（不具合の起こりやすさ）の検討 

長期的な改築事業シナリオ設定 

 ・シナリオ検討の基本方針の設定 

 ・基本、目標、最適シナリオの検討 

施設情報の収集・整理 

 ・区分別の管路施設情報の整理 

施設情報の収集・整理 

 ・過去の調査データの整理 

実施計画（R2～R6） 

 ・調査範囲 

 ・実施時期、概算費用の算出 

実施時期、概算費用 

 ・施工箇所 

 ・実施時期、概算費用の算出 

基本方針 

 ・施設区分の設定 

 ・管理方法、点検調査方法の設定 

 ・優先順位の設定 

・処理区 ・幹線枝線 ・排除区分 ・整備年度 

・口径  ・管種   ・流下方式 ・重要度 

影 響 度：施設の重要度別にランク分け 

発生確率：経過年数 

 → 管きょ一本ずつのリスク評価を実施 

腐食環境下、重点・重要施設の設定 

 → 点検頻度の決定 

エリア別のリスク評価（前項） 

 → 点検・調査の優先箇所の設定 

予算との兼ね合いを踏まえ、ストックマネジメント計画

において点検・調査を実施する範囲を決定 

H17～29に実施した調査結果を整理 

基本シナリオ：全ての管路施設を対象 

目標シナリオ：優先度を設定し、対象管路施設を絞る 

最適シナリオ：実現可能な改築事業費の設定 

予算との兼ね合いを踏まえ、ストックマネジメント計画

において点検・調査を実施する範囲を決定 



４ ポンプ施設 

(1)点検・調査計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)修繕・改築計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 

 ・頻度・項目の設定 

 ・単位の設定 

 ・優先順位の設定 

施設情報の収集・整理 

 ・対象設備の整理 

実施時期、概算費用 

 ・施工箇所 

 ・実施時期、概算費用の算出 

点検・調査計画の対象設備の整理 

項目：発錆、腐食、変形、損傷等 

調査単位：設備単位 or部品単位 

ストックマネジメント計画において改築計画を策定す

るために必要な調査範囲の設定 

長寿命化対策検討 

診断と対策の必要性 

実施時期・概算費用 

改築方法 

健全度による診断の実施 

更新 or長寿命化によるライフサイクルコスト比較 

改築方針についての検討 

実施時期の選定と概算費用の算出 





社会資本総合整備計画「武蔵野市第２期下水道計画の推進」の事業進捗状況

計　画 実　績 H28 H29 H30 R1 計画

A1-1
①老朽管
きょ再構築
率

工事(改築)
女子大通り幹線管渠
再構築

管渠更生工事
□3300×2970mm L=332m

H25～H27 善福寺川幹線（□3300×2970mm～
4000×2400mm） L=332m　改築（更生工法）

759 721 (271) 資料３

A1-2
②雨水管整
備率

工事(新設)
石神井川排水区雨水
幹線整備

雨水幹線整備 φ1800mm～
φ2600mm L=460m

H26～H28 雨水幹線整備工事 φ1800mm～
2600mm 459m

1,030 630 (269)

A1-3
下水道ストックマネ
ジメント計画策定

施設管理の目標設定、長期
的な改築事業のシナリオ設
定、点検・調査計画、修
繕・改築計画の策定（管
路・ポンプ施設・人孔等）

34 32 (16)

下水道事業　計 1,823 1,383 (556)

効果促進事業　計 0 0 (0)

社会資本整備円滑化地籍整備事業　計 0 0 (0)

※事業費実績値は国費対象事業のみを計上 実施予定期間（計画）

実施期間（実績）

第１

第３

全体

参考資料
実績(国費)

事業費（百万円）
事業番号処理区

事業実施期間（年度）
成果目標 要素事業名（事業箇所）

事業内容（延長、容積等）
区分

96m 119m 113m 

築造工事 

実施方針策定委託 

資料８ 

資料９ 

資料10 

資料７ 

計画策定 



下水道長寿命化計画 事業進捗状況と計画期間変更（予定）について 

 

当初計画期間  平成 25～29年度（５か年） 施工延長 813.8ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更計画期間 平成 25～30年度（６か年） 施工延長 813.8ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 部分補修 
① ② ③ ④ ⑤ 

※1 部分補修 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

L=114.5m 
25 年度 

L=205.2m 
26 年度 

L=280.8m 
27 年度 

当初計画 年次計画図 

L=119.2m 
28 年度 

L=94.1m 
29 年度 

⑥ 
L=98.9m 
28 年度 

L=119.2m 
29 年度 

L=94.1m 
30 年度 

L=19.9m 
30 年度 

変更計画 年次計画図 

【期間延伸理由】 

 当初計画では、事前調査の結果を基に管渠断面の形状により対応可能な工法を選定し、その工法

による施工可能延長から各年毎の延長を決定した。 

 しかし、実際の施工にあたっては、管渠内の流量が多く流れが速いため想定よりも進捗率が上が

らないことから、計画期間内に予定延長を施工することが難しいこと、スパンごとに管渠断面が変

化しており、曲線部の施工に時間を要することなどから、26年度、27年度の施工延長を人孔間の

１スパン短くする必要が生じたものである。 

 また、平成 28年度の国庫補助等の交付額が見込みを大幅に下回ったため、当初予定していた施

工延長 163.1ｍの財源を確保することができず、施工延長を短縮せざる得なくなったものである。 

施工済 
27 年度 

L=181.9m 

施工済 
26 年度 

L=184.4m 

施工済 
25 年度 

L=115.4m 
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８ 

施工実績 

 H28：L=95.6m 

 H29：L=119.0m 

 H30：L=94.2m・L=19.1m 

【計画と実績の差異】 

 現地において詳細調査を行った結果、施工延長に差異があることが

判明したため。 



 

 女子大通りでの更生工事において、ほとんどの区間で適用したＳＰＲ工法を例として更生工事の

概要を説明する。 

 

●ＳＰＲ工法について 

 道路を掘削することなく、下水道を使用しながら老朽化した管の内側に硬質塩化ビニル製の帯

（プロファイル）を管状に連続して巻き、その隙間に裏込モルタルを充填して下水道管の長寿命化

を図る工法である。 

 【特徴】 

  ・道路掘削が不要       ・あらゆる断面形状でも施工が可能 

  ・通水しながら施工が可能   ・管路施設の耐震化の実現 

 

●施工写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 工 製管状況 

製管状況 施工後 

















令和 元 年 10 月    日

武蔵野市第２期下水道計画の推進
平成28年度　～　平成30年度　（3年間） 東京都武蔵野市

平成26年度に改定した武蔵野市下水道総合計画に基づき各事業を確実に実施し、持続可能な安全・安心のまちづくりを実現していく。

①老朽管きょの延命化を図るため、老朽管きょ再構築率を11.5％（H28）から19.4％（H30）に増加させる。（女子大通り幹線　□3300×2970mm　L=814m）
②分流式の第３処理区 （石神井川排水区） の雨水管整備を推進し、持続的で安全な雨水排水を確保するため、雨水管整備率を92.8％ （H28） から96.5％ （H29） に増加させる。 （φ1800～2600mm　L=460m）

（H28当初） （H30末）

①老朽管きょ再構築率　　　　　劣化度Ⅰ・Ⅱ　L=4,198m　　 当初：482/4,198　　　　  最終：814/4,198

②雨水管整備率（第１分区）　　計画延長　L=12,999m　　　　当初：12,059/12,999　　　最終：12,543/12,999

事　後　評　価　

○事後評価の実施体制、実施時期

令和元年10月

市ホームページ

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　下水道事業事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 H28 H29 H30

A1-1 下水道 一般 武蔵野市 直接 武蔵野市 合流 改築 武蔵野市 721

第１処理
区　長寿
命化支援
制度

A1-2 下水道 一般 武蔵野市 直接 武蔵野市 合流 新設 武蔵野市 630

第３処理
区H27年度
より継続
事業

A1-3 下水道 一般 武蔵野市 直接 武蔵野市 合流分流 改築 武蔵野市 32
全処理区
長寿命化
支援制度

合計 1,383

Ｃ　効果促進事業　（該当なし）
C1　河川効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30

合計 -
D　社会資本整備円滑化地籍整備事業　（該当なし）

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30

合計 -

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）　事後評価書（案）
計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

備考
当初現況値 最終目標値

　　計画の成果目標（定量的指標）

11.5% 19.4%

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

全体事業費
（百万円）

92.8% 96.5%

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
1,823 百万円 Ａ 1,823 百万円 Ｂ 0 百万円 Ｃ 0 百万円

効果促進事業費の割合
0.0%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

下水道ストックマネジメント計画策定

施設管理の目標設定、長期的な改築事業の
シナリオ設定、点検・調査計画、修繕・改
築計画の策定（管路・ポンプ施設・人孔
等）

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

女子大通り幹線管渠再構築 管渠更生工事 □3300×2970mm L=328m

石神井排水区雨水幹線整備 雨水幹線整備φ1800mm～φ2600mm L=459m

学識経験者等の第三者により構成された武蔵野市社会資本総合整備計画事業事後評価委員会を設置し、評価指標の
実現状況及び今後の方針等について意見を求める。

公表の方法

交付対象事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名
（事業箇所）

事業内容
（延長、容積等）

市町村名

市町村名
全体事業費
（百万円）

市町村名
全体事業費
（百万円）

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容
工種

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容
工種
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96m 119m 113m



２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況 ・老朽管きょの再構築及び雨水管の整備を行うことにより、持続可能で快適な生活環境の確保が図られた。

最終目標値 19.4 ％
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因
最終実績値 19.3 ％

最終目標値 96.5 ％
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 96.5 ％

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

指標②（雨水管
整備率）

　今後も引き続き、計画的、効率的に老朽管渠の再構築に取り組み、下水道サービスの安定性を確保し、安全で快適なまちづくりを実現していく。

指標①（老朽管
きょ再構築率）

老朽管きょ再構築率　【最終目標】814/4,198
【当初】482/4,198　＋　【実績】328/4,198　⇒　【最終実績】810/4,198
現地において詳細調査を行った結果、施工延長に差異があることが判明したため。


